
目

次

告

示

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
取
消

し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
九
十
九
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一

項
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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青
森
県
報

指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者
（
製

作
者
）
名

該
当
条
項

一三一七六
書
籍

封
印
映
像

淫
春
姫
初
め
御
開
帳
ス
ペ

シ
ャ
ル

雑
誌
六
三
八
一
二
―
○
八

株
式
会
社
コ
ス

ミ
ッ
ク
出
版

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号

一三一七七

封
印
ド
ス
ケ
ベ
ハ
プ
ニ
ン
グ

お
宝
ハ

ン
タ
ー
Ｇ
О
‼

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
六
六
九
○

―
○
七
二
―
八

マ
イ
ウ
ェ
イ
出

版
株
式
会
社

一三一七八

ｐ
ｅ
ｔ
ｉ
ｔ

Ｒ
о
ｓ
ｅＶ
ｏ
ｌ
．
三
六

雑
誌
一
八
三
二
八
―
○
二

株
式
会
社
秋
水

社

一三一七九

Ｂ
Ｏ
Ｙ
，
Ｓ
ピ
ア
ス

禁
断

二
月
号

雑
誌
一
八
〇
六
七
―
○
二

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
株

式
会
社

一三一八〇

封
印
お
宝

ム
チ
ム
チ
Ｂ
О
Ｄ
Ｙ

伝

説
の
大
流
出
Ｓ
Ｐ

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
六
六
九
○

―
○
九
五
―
七

マ
イ
ウ
ェ
イ
出

版
株
式
会
社

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

取

消

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ク

レ
ー
ル

青
森
市
大
字
野
内

字
菊
川
一
六
〇
の

三
九

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ク
レ
ー
ル

青
森
市
造
道
三
丁

目
二
の
六

平
成
三一･
二･二八

第
四
千
五
百
六
十
九
号

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
五
日

（
月
曜
日
）



な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複
数
の
規
定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を

含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異

な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
一
〇
一
号

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家
野
上
一
〇
七
の
三

か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家
野
上
一
〇
四
の
七

ま
で

平
成
三一･
二･二五

国
道
二
八
〇
号

青
森
市
大
字
瀬
戸
子
字
磯
田
二
五
四
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
瀬
戸
子
字
神
田
三
の
三
ま
で

〃

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

一
〇
一
号

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家
野
上
一
〇
七
の
三
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家
野
上
一
〇
四
の
七
ま
で

前

九
・
三
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
二
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
一
・
一
八
メ
ー
ト
ル

後

一
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
二
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
一
・
一
八
メ
ー
ト
ル

２

国

道

二
八
〇
号

青
森
市
大
字
瀬
戸
子
字
磯
田
二
五
四
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
瀬
戸
子
字
神
田
三
の
三
ま
で

前

八
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
七
・
三
四
メ
ー
ト
ル

後

八
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
七
・
三
四
メ
ー
ト
ル



れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
情
報
管
理
課
）

（
情
報
管
理
課
）

第
七
条
の
五

情
報
管
理
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
条
の
五

情
報
管
理
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
同
上
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

三

文
書
の
浄
書
、
印
刷
及
び
製
本
に
関

す
る
こ
と
。

三
〜
六

﹇
略
﹈

四
〜
七

﹇
同
上
﹈

﹇
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
﹈

（
生
活
安
全
部
の
分
課
）

（
生
活
安
全
部
の
分
課
）

第
八
条

生
活
安
全
部
に
次
の
五
課
を
置

く
。

第
八
条

生
活
安
全
部
に
次
の
五
課
を
置

く
。

生
活
安
全
企
画
課

生
活
安
全
企
画
課

少
年
女
性
安
全
課

地
域
課

地
域
課

通
信
指
令
課

通
信
指
令
課

少
年
課

保
安
課

保
安
課

（
生
活
安
全
企
画
課
）

（
生
活
安
全
企
画
課
）

第
九
条

生
活
安
全
企
画
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
条

生
活
安
全
企
画
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
同
上
﹈

三

質
屋
及
び
古
物
商
に
関
す
る
こ
と
。

三

保
護
、
行
方
不
明
者
等
に
関
す
る
こ

と
。

四

警
備
業
及
び
探
偵
業
に
関
す
る
こ

と
。

四

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
等
の
対

策
に
関
す
る
こ
と
。

五

銃
砲
刀
剣
類
及
び
火
薬
類
、
高
圧
ガ

ス
、
放
射
性
物
質
そ
の
他
の
危
険
物
に

関
す
る
こ
と
（
組
織
犯
罪
対
策
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

ス
ト
ー
カ
ー
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

風
俗
営
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

六

子
供
・
女
性
を
対
象
と
す
る
性
犯
罪

等
の
前
兆
事
案
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

七
・
八

﹇
略
﹈

七
・
八

﹇
同
上
﹈

（
少
年
女
性
安
全
課
）

第
九
条
の
二

少
年
女
性
安
全
課
に
お
い
て

は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。
﹈

一

保
護
、
行
方
不
明
者
等
に
関
す
る
こ

と
。

二

ス
ト
ー
カ
ー
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
等
の
対

策
に
関
す
る
こ
と
。

四

子
供
・
女
性
を
対
象
と
す
る
性
犯
罪

等
の
前
兆
事
案
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五

少
年
非
行
の
防
止
に
関
す
る
調
査
及

び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

六

少
年
指
導
委
員
、
少
年
補
導
協
力
員

等
に
関
す
る
こ
と
。

七

少
年
の
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

八

犯
罪
そ
の
他
少
年
の
健
全
な
育
成
を

阻
害
す
る
行
為
に
係
る
被
害
少
年
の
保

護
に
関
す
る
こ
と
。

九

少
年
事
件
の
捜
査
及
び
調
査
に
関
す

る
こ
と
。

十

少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の

排
除
に
関
す
る
こ
と
。

（
少
年
課
）

﹇
条
を
削
る
。
﹈

第
十
条
の
三

少
年
課
に
お
い
て
は
、
次
の

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

少
年
非
行
の
防
止
に
関
す
る
調
査
及

び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。
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二

少
年
指
導
委
員
、
少
年
補
導
協
力
員

等
に
関
す
る
こ
と
。

三

少
年
の
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

四

少
年
事
件
の
捜
査
及
び
調
査
に
関
す

る
こ
と
。

五

少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
。

六

少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の
排

除
に
関
す
る
こ
と
。

七

犯
罪
そ
の
他
少
年
の
健
全
な
育
成
を

阻
害
す
る
行
為
に
係
る
被
害
少
年
の
保

護
に
関
す
る
こ
と
。

（
保
安
課
）

（
保
安
課
）

第
十
条
の
三

保
安
課
に
お
い
て
は
、
次
の

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
条
の
四

保
安
課
に
お
い
て
は
、
次
の

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
号
を
削
る
。
﹈

一

銃
砲
刀
剣
類
及
び
火
薬
類
、
高
圧
ガ

ス
、
放
射
性
物
質
そ
の
他
の
危
険
物
に

関
す
る
こ
と
（
組
織
犯
罪
対
策
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一
〜
四

﹇
略
﹈

二
〜
五

﹇
同
上
﹈

﹇
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

六

風
俗
営
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

五
〜
八

﹇
略
﹈

七
〜
十

﹇
同
上
﹈

﹇
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

十
一

質
屋
及
び
古
物
商
に
関
す
る
こ

と
。

﹇
号
を
削
る
。
﹈

十
二

警
備
業
及
び
探
偵
業
に
関
す
る
こ

と
。

九

﹇
略
﹈

十
三

﹇
同
上
﹈

（
機
動
隊
）

（
機
動
隊
）

第
十
七
条
の
四

機
動
隊
に
お
い
て
は
、
次

の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
七
条
の
四

機
動
隊
に
お
い
て
は
、
次

の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

部
隊
活
動
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二

警
備
実
施
技
術
の
研
究
及
び
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

三

機
動
隊
の
庶
務
の
整
理
に
関
す
る
こ

と
。

三

爆
発
物
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

本
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

四

機
動
隊
の
庶
務
の
整
理
に
関
す
る
こ

と
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
四
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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